
別表 

救急病院等の認定審査基準 

救急病院等を定める省令第１条第１項 認定審査基準 

第
１
号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 救急医療について相当の知識及
び経験を有する医師が常時診療に
従事していること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 「救急医療について相当の知識及び経験を有する医師」とは、次の（１）及び（２）に該当する者をいう。 
（１） 医師免許取得後、診療経験が２年以上であること。 
（２） 次のいずれかに該当すること。 
   ア 医師免許取得後、大学病院等救急医療を従事した経験を有すること。 
   イ 医師免許取得後、重症救急患者又は重篤救急患者の受入施設（第二次救急医療施設・救命救急セ

ンター）で救急医療に従事した経験を有すること。 
   ウ 医師免許取得後、初期救急医療施設（休日夜間急患センター・在宅当番医制）で救急医療に従事

した経験を有すること。 
   エ その他アからウまでに規定する経験に準ずる経験を有すると認められること。 

２ 「常時診療に従事」するとは、医師が病院又は診療所において常時待機している状態を原則するが、搬入
された傷病者の診療を速やかに行い得るよう、施設構内又は近接した自宅等において待機している状態も含
まれるものとする。 

３ 救急病院等として適当と認められる診療科目等 

救急病院等として適当と 
認められる診療科目 
 
 

内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、ひ尿器科、呼吸器科、
循環器科、放射線科、眼科、産科、婦人科、神経科又は神経内科、耳鼻いん
こう科、リハビリテーション科、こう門科、心臓血管外科、気管食道科、消
化器科又は胃腸科、形成外科、小児外科、呼吸器外科、性病科 

救急病院等としてなじま 
ない診療科目 

精神科、美容外科 
 

 

第
２
号 
 
 

エックス線装置、心電計、輸血及
び輸液のための設備その他救急医
療を行うために必要な施設及び設
備を有すること。 

 

救急医療を行うために必要な次の施設及び設備を有すること。 
１ エックス線装置（透視及び直接撮影のできるものに限る。） 
２ 心電計 
３ 輸血及び輸液のための設備（輸血のための血液検査に必要な機械設備を含む。） 
４ 除細動器及び酸素吸入装置並びに人工呼吸器等 

第
３
号 
 

救急隊による傷病者の搬送に容
易な場所に所在し、かつ、傷病者の
搬入に適した構造設備を有するこ
と。 

１ 「傷病者の搬送に容易な場所」とは、救急車が通行可能な道路に面している等救急車による搬送が容易な
場所をいう。 

２ 「傷病者の搬入に適した構造設備」とは、病院又は診療所において傷病者を担架等により容易に運ぶこと
のできる構造設備をいう。 

第
４
号 
 
 

救急医療を要する傷病者のため
の専用病床又は当該傷病者のため
に優先的に使用される病床を有す
ること。 

 

１ 「専用病床」とは、救急病室の病床等専ら救急患者のために使用される病床をいう。 
２ 「優先的に使用される病床を有する」とは、専用病床は有していないが、救急患者のために一定数の病床
が確保されている状態をいう。 

３ 他の患者の診療の都合上、救急隊によって搬入された傷病者を収容し得ない状態がある場合には、あらか
じめ消防機関がその旨を承知し得る体制にあること。 

 


